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Ⅰ  償却資産の概要 

１ 申告の対象となる償却資産 

◆ 償却資産とは 

固定資産税が課税される償却資産とは、土地及

び家屋以外の事業の用に供することができる有

形減価償却資産で、所得税法又は法人税法の所得

の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。 

ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車

両は、課税の対象とはなりません。 

また、次のような資産も、事業の用に供するこ

とができる状態であれば課税対象となります。 

ア  建設仮勘定で経理されているもののうち、事業の用に供している資産 

イ  簿外資産（償却済資産を含みます。）で、事業の用に供することができる資産 

ウ  遊休資産（稼働を休止しているが、維持補修が行われている資産） 

エ  未稼動資産（まだ、稼動していないがすでに完成している資産） 

◆「事業の用に供する」とは 

「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、営利又は収益

を得ることを目的とすることを必要とはしません。したがって、公益法人の行う活動は事業に該当

します。 

「事業の用に供する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけ

でなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。 

直接的に事業に用いていない従業員の福利厚生施設（社宅、宿舎、寮等）の器具備品、構築物等

も償却資産として課税対象となります。 

 

 

 

タッくん マリンちゃん 
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２ 償却資産の種類と具体例 

◆ 申告対象となる主な償却資産 

資 産 種 類 
課 税 の 対 象 と 

な る も の 

耐用 

年数 

課税の対象と  

な る も の 

耐

用 

年

数 

課税の対象と  

な る も の  

耐

用 

年

数 

1 構 築 物 

簡易な間仕切り 

工場緑化施設 

アスファルト舗装路面 

3 

7 

10 

露天式立体駐車設備 

コンクリート造下水道 

コンクリート舗装路面 

15 

15 

15 

ブロック塀 

金属造広告塔 

庭園 

15 

20 

20 

賃貸ビル等の家屋に付加された内装及び付帯設備など（５ページ参照） 

2 

機 械 

及 び 

装 置 

漁業用設備 

総合工事業用設備 

農業用設備 

飲食店用設備 

5 

6 

7 

8 

飲食料品小売業用 

食料品製造業用 

飲料、たばこ又 

は飼料製造業用 

飲食料品卸売業用 

9 

10 

 

10 

10 

宿泊業用設備 

道路貨物運送業用 

倉庫業用設備 

洗濯業、理容業、 

美容業又は浴場業用 

10 

12 

12 

 

13 

3 船 舶 

モーターボート 

引き船・はしけ 

4 

10 

漁船(鋼船) 500t未満 

漁船(鋼船) 500t以上 

9 

12 

漁船(木船) 6 

 

4 航 空 機 ヘリコプター・グライダー 5 
    

5 

車 両 

及 び 

運 搬 具 

フォークリフト 4 

台車 

金属製のもの 

その他のもの 

7 

4 

その他のもの 

自走能力を有するもの 

その他のもの 

 

7 

4 

〔注〕自動車税が課税されるものや、軽自動車税が課税される軽自動車、小型特殊自動車

は課税の対象とはなりませんが、大型特殊自動車（分類番号が0、00～09、000～099、9、

90～99、900～999ナンバー）は課税の対象となります。小型特殊自動車と大型特殊自動車

の違いについては３ページをご参照ください。 

  

6 

工具 

器具 

及び 

備品 

パチンコ台 

パチスロ器・テレビゲーム機 

看板・ネオンサイン 

電子計算機：パソコン 

電子計算機：サーバー 

プリンター 

テレビ・テープレコーダー 

2 

3 

3 

4 

5 

5 

5 

複写機・レジスター 

応接セット接客業用 

厨房用品（陶磁器製又はガ

ラス製のもの以外） 

理容・美容機器 

無人駐車管理装置 

陳列棚（ケース）冷凍機付 

陳列棚（ケース）冷凍機無

し 

5 

5 

5 

 

5 

5 

6 

8 

電話・通信設備 

冷暖房機器 

電気冷蔵庫・冷凍庫 

歯科診療用ユニット 

事務用机・イス非金属製 

事務用机・イス金属製 

6 

6 

6 

7 

8 

15 

〔注〕１ ビルの一室等を借りられて、ご自分で内装等を施工された場合は、 

内装・設備一式等も該当資産となります。（詳しくは５ページをご覧ください。） 

２ 自己所有の建物を通常の維持管理上の必要から補修された場合等の費用は、 

家屋の評価に含まれておりますので、申告の必要はありません。 
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小型特殊自動車と大型特殊自動車の違い

農耕トラクタ

農業用薬剤散布車

刈取脱穀作業車

田植機

国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

最高速度35㎞/h未満

農耕車以外農耕車

ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構
造を有する自動車

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・ス
タビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッ
シャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホ
イール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレー
ン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車
台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構
造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構
造を有する自動車

は

い

小型特殊

大型特殊

長さ４．７m以下

幅１．７m以下

高さ２．８m以下

最高速度１５㎞/h以下

小型特殊

大型特殊
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３ 家屋と償却資産との区分 
家屋には、電気設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の建築設備が取り付けられていますが、 

家屋の評価に含まれないものは、償却資産として取扱いますので漏れなく申告してください。 

 

家屋として取り扱うもの 

 家屋の所有者が所有する建築設備で、「家屋と構造上一体」となり「その家屋の効用を高める

もの」 

償却資産として取り扱うもの 

 構造的に家屋と一体でないもの（屋外給水塔、独立煙突、簡単に取り外して移動できるもの等） 

 独立した機械・装置としての性格が強いもの（受変電設備、電話交換機等） 

 工場等における特定の生産または業務の用に供されるもの（電気設備、ガス設備等） 

 サービス設備としての性格が強いもの（ホテル・病院等の厨房設備、洗濯設備等） 

＜家屋と償却資産の区分＞ 
＊ 一般的な区分の例示であり、必ずしもこの例示によらない場合もあります。 

＊ 「家屋に含めるもの」については、「家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって」 

いることに特に留意を要します。 

設 備 の 種 類 償却資産とするもの 家屋に含めるもの 

発変電設備 自家用発電設備・受変電設備  

動力配線配管設備 特定の生産又は業務用設備 左記以外のもの 

電灯照明設備 
ネオンサイン、投光器、スポットライ

ト、家屋と分離している屋外照明設備 

屋内照明設備、分電盤及び分電盤から

内側の配線・配管 

電話設備 電話機、交換機等の装置・器具類 

配線・配管 

電気時計設備 時計、配電盤等の装置・器具類 

消火装置 消火栓設備のホース・ノズル、消火器 消火栓設備、スプリンクラー 

中央監視装置 中央監視装置  

 避雷設備、換気設備、 

衛生設備 
 設備一式 

し尿浄化槽設備 右記以外の設備 家屋と一体となっている設備 

ガス設備、給排水設備 特定の生産又は業務用設備、屋外設備 左記以外の設備 

冷暖房設備 
ルームエアコン（取り外しが可能なも

の） 
家屋と一体となっている設備 

厨房設備、洗濯設備 
顧客の求めに応じる（百貨店、旅館、

飲食店、病院等）サービス設備 
サービス設備以外の設備 

運搬設備 
工場用ベルトコンベアー、垂直型連続

運搬装置 

エレベーター、小荷物専用昇降機、エ

スカレーター設備 

間仕切 つい立て程度のもの 容易に取り外せないもの 
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４ 貸借人(テナント)が施工した内装等について 
賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方（テナントといいます。）が、ご自分の費用で内装

や電気・ガスその他の設備を一式、施工されている場合、それらの資産については、テナントの方の

償却資産として申告していただくことになります。（地方税法第343条第９項、市税条例第35条第６項） 

具体的には次のようなものがあります。 

設備等の内容 

家屋と建築設備等の所有関係 

同じ場合 異なる場合 

償却資産 家 屋 償却資産 家 屋 

床、壁、天井仕上等  ○ ○  

広告塔、ネオンサイン、 ○  ○  

ビル等における受変電設備、発電機設備、蓄電池設備 ○  ○  

工場等の動力源である電気設備、中央監視制御装置、

電話交換機 
○  ○  

屋外電灯照明設備 ○  ○  

屋内電灯照明設備  ○ ○  

給排水、衛生及びガス設備  ○ ○  

消火栓設備、スプリンクラー設備等  ○ ○  

工場用ベルトコンベア ○  ○  

エレベーター、エスカレーター、ダムウェーター等  ○ ○  

ホテル、病院、寮、社員食堂等の厨房設備 ○  ○  

冷凍倉庫における冷凍設備 ○  ○  

 

５ 割賦販売、リース資産について 

◆ 割賦販売により購入した資産 
割賦販売資産については、所有権が売主に留保されている場合であっても、原則として買主が申

告することになります。（地方税法第342条第３項、地方税法の施行に関する取扱通知(市)第３章第

１節第１⑩） 

◆ リース資産 
リース資産については、通常、リース会社からの申告となり、使用者側は申告の必要はありませ

ん。ただし、譲渡条件付リース等の所有権留保付割賦販売に相当するものなど、使用者が申告をす

る必要があるものもありますので、取扱いが不明な場合はリース会社にご確認ください。 

◎所有権移転外ファイナンスリース取引について、平成19年度税制改正により法人税、所得税の処理

方法が変更されましたが、固定資産税においては、上記ただし書きに該当する資産以外は、リース

会社からの申告となります。 
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申告書の
提 出

（１月末まで）

神 戸 市
固定資産税課

（資産評価担当）

価格等
の算出

価格等の決定

課税台帳への
登 録
及びその公示
（３月末）

課税台帳の閲覧

納税通知書送付
（４月上旬）

審査申出

審査請求

Ⅱ 償却資産の申告について 

１ 申告から課税まで 

  

  

 

  

２ 申告が必要な方 

令和６年１月１日現在、神戸市内に事業の用に供することができる償却資産を所有している方 

（※償却資産については１ページをご覧ください。） 

毎年１月１日現在の所有状況を申告していただくことになっています。（地方税法第383条） 

なお、申告書は資産の増・減のない方、免税点未満（※課税標準額の合計が150万円未満）の方も提

出してください。また、廃業・転出等の場合でもその旨を申告書「18 特記事項」欄に○を記入のう

え提出してください。             ※免税点の判定は区ごとに行います。 

３ 提出する書類 

◆ 初めて申告される方 ➡全資産申告（全ての償却資産を申告してください） 

令和６年１月１日現在、神戸市内に所有するすべての資産について申告して下さい。 

新たに事業を開始された方や、今まで申告をしたことがない方が該当します。 

※神戸市より全資産申告をお願いした方も全償却資産を申告してください。 

※マイナンバー（個人番号）が確認できる書類には、次のいずれかをお持ちください。 

①個人番号カードの写し 

 ②番号通知カードと運転免許証（又は顔写真入りの公的な証明書） 

③個人番号が記載された住民票の写しと運転免許証（又は顔写真入りの公的な証明書） 

次の表の申告の区分により、○印のついている書類を提出してください。 

提 出

書類 

申告区分 

申告書 

種類別 

明細書 

マイナンバー

(個人番号)が確

認できる書類 
留意点 

増加資産・ 

全資産用 

申告する資産が

ある方 
○ ○ 

※○ 
(個人のみ) 

種類別明細書には神戸市内に所在する全資

産を区ごとに記入する。 

申告する資産が

ない方 
○ × 

※○ 
(個人のみ) 

申告書「18 特記事項」欄の「該当資産な

し」に○を記入する。 
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◆ 前年度以前に申告された方 ➡増減申告 

神戸市より送付した令和５年度の償却資産一覧表を参照し、前年中に増減があった資産について

申告してください。 

申告については神戸市より送付しました申告書類を使用されますようお願いします。 

次の表の申告の区分により、○印のついている書類を提出してください。 

提出書類 

 

申告区分 

申

告

書 

種類別 

明細書 

マイナンバ

ー(個人番

号)が確認

できる書類 

留意点 
増加資

産用 

減少資

産用 

資 産 の 増 減

がない方 
○ × × 

※○ 

(個人のみ) 

申告書「18 特記事項」欄の「資産の増減 無」

に○を記入する。 

増 加 し た 資

産がある方 
○ ○ × 

※○ 
(個人のみ) 

増加資産用種類別明細書に前年中に増加した資産

を全て記入する。 

減 少 し た 資

産がある方 
○ × ○ 

※○ 
(個人のみ) 

減少資産用種類別明細書に前年中に減少した資産

を全て記入する。 

増加・減少資

産 が 両 方 あ

る方 

○ ○ ○ 
※○ 

(個人のみ) 

前年中に増加した資産は増加資産用種類別明細書

に、前年中に減少した資産は減少資産用種類別明

細書にそれぞれ記入する。 

廃業・転出さ

れた方 
○ × × 

※○ 

(個人のみ) 

申告書「18 特記事項」欄の「異動事項」に○を

つけ、更に「廃業」「転出」等に○を記入し、そ

の年月日を「19 備考」欄に記入する。 

※前年中とは令和５年１月２日～令和６年１月１日までの間です。 

※令和６年１月１日以前の資産の増加・減少についての申告漏れがありましたら、そちらも含

めて申告してください。 

 事業者の自社電算システムにより全資産申告をされる方は、８ページをご覧ください。 

※マイナンバー（個人番号）が確認できる書類には、次のいずれかをお持ちください。 

 ①個人番号カードの写し 

 ②番号通知カードと運転免許証（又は顔写真入りの公的な証明書） 

 ③個人番号が記載された住民票の写しと運転免許証（又は顔写真入りの公的な証明書） 

４ 申告書の提出方法 

① 郵送する 

〒653-8773  神戸市長田区二葉町５丁目１番 32号 

神戸市行財政局税務部固定資産税課（償却資産担当） 

収受日付のある申告書控が必要な場合は、申告書の控えのほか返信用封筒（宛名をご記入の上、所要

額の切手を貼付してください。）を同封してください。 

② 窓口に持参する（➡20ページ参照） 

③ ｅＬＴＡＸで申告する（➡９ページ） 

５ 申告書の提出期限 
令和６年１月31日（水）が提出期限となっていますが、事務の整理上、１月中旬ごろまで

に提出してくださるようご協力をお願いします。 
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６ 事業者の電算処理により、全資産申告をされる場合 
事業者自らの電算システムにより全所有資産について、事業者側で評価額等を計算したうえ

で、申告していただくことができます。 

新たに電算処理により全資産申告をされる方は、事前に電話等でご相談ください。 

償 却 資 産 申 告 書 

＜提出部数１部＞ 

第26号様式(12ページ参照)の内容を満たした様式により、申告して

ください。 

ただし、独自の様式で申告される場合は、事務処理の都合上、神戸

市より送付しました申告書（償却資産課税台帳）を添付してください。 

種 類 別 明 細 書 

(増加資産・全資産用） 

＜提出部数１部＞ 

第26号様式別表１(13ページ参照)の内容を満たした様式により、申

告してください。 

ただし、独自の様式で申告される場合は、①～⑥の事項に留意して

ください。 

① 第26号様式別表１の記載項目の全てを記載すること。 

② 全資産について、固定資産税にかかる償却資産の評価方法による

評価計算を行うこと。 

③ 課税標準の特例の適用がある場合には、その特例率及び課税標準

額を記載した様式であること。（下記添付資料を参照） 

④ 種類別明細書は、資産種類ごとに区分して作成し、その合計額を

記載すること。 

⑤ 資本的支出にかかる改良費については、新たな資産の取得とみな

し、本体と区分して評価計算を行うこと。 

⑥ 評価計算上の償却可能限度額は、取得価額又は資本的支出の95％

までとすること。 

添 付 資 料 

(特例適用資産一覧表) 

＜提出部数１部＞ 

課税標準の特例の適用がある資産を所有されている場合には、上記

明細とは別に、①資産種類、②適用条項(根拠規定)、③特例率の別に

区分した資産明細（④数量、⑤取得価額、⑥評価額、⑦課税標準額、

⑧種類別明細書の掲載頁、行位置）と④～⑦の集計結果を記載したも

のを作成のうえ添付してください。 

〔注〕・リース会社が電算処理により、全資産申告をする場合、種類別明細書について次のような

例外が認められています。 

主なものを例示しますと、 

① 行数の増加（50行） 

② 「賃借人名（使用者名）」の項目を設けて記載すること。 

③ 「課税標準の特例」「増加事由」の項目の抹消。ただし、「摘要」欄に記号で表示し、

欄外に記号の説明を付けること。 
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７ 電子申告について 

神戸市では、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ：エルタックス）を

利用し、インターネットによる固定資産税（償却資産）の電子申告の受付を行っています。詳しくは

「ｅＬＴＡＸ」のページ（https://www.eltax.lta.go.jp）をご覧ください。 

平成19年４月より税理士の代理申告の場合には法人の電子証明書が省略できるようになりました。 

〔電子申告の流れ〕 

① 用意するもの 

・ インターネットに接続できるパソコン（Internet Explorer、Java実行環境） 

・ 電子メールアドレス 

・ ｅＬＴＡＸで利用可能な電子証明書 

ただし、税理士に作成・送信を依頼される納税者は不要です。 

税理士の方は必須となります。 

・ ｅＬＴＡＸ対応ソフトウェア 

ＰＣｄｅｓｋ等の無償ソフトウェアや市販の税務・会計ソフトウェアにもｅＬＴＡＸに対応し

ているものがあります。 

① ② 利用届出を行います。 

 ｅＬＴＡＸホームページより一度だけ「利用届出」を行います。 

最初は主たる提出先となる地方公共団体を１つだけ選択してください。 

住所、名称、連絡先、申告税目等の必要事項を記入します。 

電子署名を付与して送信します。 

＊ 税理士が代行で利用届けを行う場合は、「自己の申告を行う場合」を選択の上、「電子署名を省

略して送信する」ボタンを押下し、電子署名をしていない利用届出として送信してください。 

③ 手続き完了通知を受け取ります。 

利用通知書が送付されたら、利用者IDと仮暗証番号が記載されているのでＰＣｄｅｓｋを起動し

ログインし、暗証番号の変更をおこなってください。 

④ 電子申告を行います。 

ｅＬＴＡＸ対応ソフトウェアから申告書を作成・送信してください。 

提出先や申告税目の追加がある場合は、利用者情報メニューより変更してください。 

 

ｅＬＴＡＸはご自宅や会社から無料でご利用いただけます。 

 

＊技術的なお問い合わせは地方税共同機構へお願いします。 

 電話（0570－081459）では平日の９時から17時まで受け付けしています。 

 

 

https://www.eltax.lta.go.jp
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８ 市内（区内）に複数の事業所がある場合 

(1) 同一区内に２以上の事業所がある方は、同一区内の事業所分をまとめて申告してください。 

(2) いくつかの区に事業所のある方は、事業所の所在する区ごとに分けて申告してください。 

（ただし、上記(1)、(2)の取扱いが難しい場合は、固定資産税課（償却資産担当）へご連絡く

ださい。） 

９ 氏名(名称)・資産所在地が変更した場合、合併した場合 
(1) 氏名又は名称については、印字されているカナ氏名またはカナ名称を訂正してください。 

(2) 資産の所在地については、申告書の「15 資産の所在地」欄に移転後の資産所在地を、 

「19 備考」欄に移転前の資産所在地を記載してください。 

(3) 合併があった場合、申告書の「19 備考」欄に合併日、被合併法人名等を記載してください。 

10 調査のお願い 
神戸市では、申告内容を確認するために調査を行っており、国税申告書添付書類（減価償却資産内

訳・明細書（写）、または減価償却費の計算書（写））等の提出をお願いしています。また、調査結

果により修正申告をしていただく場合があります。 

 

11 申告されない方、又は虚偽の申告をされた方 
正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条の規定により過料を科されることになるほ

か、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることになりますので、期限までに

必ず申告してください。また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等を科さ

れることになります。 

12 過年度への遡及
そきゅう

について 
申告もれ等に伴い、取得年月が前年より前の資産がある場合は当年度だけでなく資産を取得された

翌年度まで遡及して課税しています。ただし、地方税法第17条の５の規定により、最大５年が限度と

なっています 

また、過年度分の課税をする場合には、課税した月の翌月末に一括で納付していただくことになり

ます。 
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Ⅲ 償却資産申告書の書き方 

償却資産申告書、種類別明細書は、次ページ以降の記載例を参考にして記載してください。 

申告していただいた書類は、そのまま評価計算に使用しますので、必ず同封の本市所定の用紙を使

用してください。 

用紙は感圧複写式（ノーカーボン紙）で、償却資産申告書は２枚１組、種類別明細書は３枚１組と

なっていますので、ボールペンで、ずれないようていねいに記載してください。 

また、網掛けをしている欄は、記載する必要はありません。（電算申告の場合を除きます。） 

『償却資産一覧表』について 

＊「償却資産一覧表」は、令和５年度までに申告していただいた内容により作成されてい

ます。各欄についての記載内容は、以下のとおりです。 

お手持ちの固定資産台帳と十分照合・確認のうえ、異動分について申告してください。 

欄 記 載 内 容 

資 産 種 類 

資産の種類を以下の数字で表示しています。 

1－構築物 2－機械及び装置 3－船舶 4－航空機 

5－車両及び運搬具 6－工具、器具及び備品 

9－非課税資産 

資 産 コ ー ド 

本市において処理するにあたり、申告していただいた資産

についてすべて資産コードを作成し管理されています。 

減少資産の申告において抹消コードとして種類別明細書

（減少資産用）に記入していただく重要なコードです。 

資産の名称等 申告していただいた資産の名称、規格等を表示しています。 

数 量 資産の数量を表示しています。 

取 得 年 月 
年号は、以下の数字で表示しています。 

1－明治  2－大正  3－昭和  4－平成  5－令和 

取 得 価 額 申告していただいた取得価額を表示しています。 

耐 用 年 数 申告していただいた耐用年数を表示しています。 

残 価 マ ー ク  
最低限度額（取得価額の100分の５）に達している資産につい

て表示しています。 

本年度評価額 令和５年１月１日での評価額を表示しています。 

特非コード 
令和５年１月１日時点で非課税又は、課税標準の特例又は、

減免が適用されている資産について数字を表示しています。 

本年度 

課税標準額 
令和５年１月１日での課税標準額を表示しています。 

なお、今回初めて償却資産の申告をされる方及び 

前年度に電算処理により全資産申告をされた方について 

は、この帳票は送付していません。 
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Ⅳ  税額の算出方法及び免税点 

１ 納税義務者 
令和６年度の固定資産税については、令和６年１月１日（賦課期日）現在の償却資産の所有者が、

納税義務者となります。 

２ 税額の算出方法 

課税標準額（1,000円未満切捨て）× 税率（1.4％）＝ 税額（100円未満切捨て） 

３ 納期・納税通知書 
年税額は年４回（４月、７月、12月、２月）に納期月を設定し、毎年４月上旬に納税通知書を発送

しています。 

申告内容に修正等があった場合は、修正申告に基づき、課税標準額について再計算し、通知書を随

時発送します。 

４ 免税点 
課税標準となるべき額が150万円未満の場合は、課税されません。 

なお、150万円未満であるか否かは、区ごとに全資産の課税標準の合計額で判断します。 

５ 課税標準額とは 
一つの区ごとの、賦課期日現在における全資産の評価額の合計額が、課税標準額となります。 

なお、課税標準の特例の規定が適用される場合は、その資産の評価額に、特例率を乗じて課税標準

額を計算します。  

６ 評価額の算出方法 
償却資産の評価は、資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本にして行います。 

資産一品ごとに次の計算を行い、評価額を求めます。 

① 前年中に取得のもの（初年度については、一律に半年償却を行います。） 

取得価額 ×（１－ 耐用年数に応ずる減価率 × 1／2 ）＝ 評価額 

② 前年前に取得のもの 

前年度の評価額 ×（１－耐用年数に応ずる減価率）＝ 評価額 

以後、毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の５％になるまで償却します。 

評価額が取得価額の５％未満になる場合は、５％にとどめます。 
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【計 算 例】 

※ 取得価額の算出方法、消費税の取扱いは、原則として法人税の取扱いと同じです。 

 

参考：耐用年数については総務省の法令データ提供システムから「減価償却資産の耐用年数等に関

する省令」で検索ができます。https://elaws.e-gov.go.jp/ 
〔注〕  耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第１、２及び５、６が適用されますが、例外

として次の耐用年数も適用されます。 

① 中古見積耐用年数 ……… 同省令第３条の規定により見積もった耐用年数 

② 短 縮 耐 用 年 数  ……… 法人税法施行令第57条の規定により耐用年数の短縮について、国税局長の承

認を受けたときは当該耐用年数 

 

減価残存率表 

耐
用
年
数 

減価率 

減価残存率 耐
用
年
数 

減価率 

減価残存率 耐
用
年
数 

減価率 

減価残存率 

前年中
取得 

前年前
取得 

前年中
取得 

前年前
取得 

前年中
取得 

前年前
取得 

ｒ 1－r/2 １－ｒ ｒ 1－r/2 １－ｒ ｒ 1－r/2 １－ｒ 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

0.684 
0.536 
0.438 
0.369 
0.319 
0.280 
0.250 
0.226 
0.206 
0.189 
0.175 

0.658 
0.732 
0.781 
0.815 
0.840 
0.860 
0.875 
0.887 
0.897 
0.905 
0.912 

0.316 
0.464 
0.562 
0.631 
0.681 
0.720 
0.750 
0.774 
0.794 
0.811 
0.825 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

0.162 
0.152 
0.142 
0.134 
0.127 
0.120 
0.114 
0.109 
0.104 
0.099 
0.095 

0.919 
0.924 
0.929 
0.933 
0.936 
0.940 
0.943 
0.945 
0.948 
0.950 
0.952 

0.838 
0.848 
0.858 
0.866 
0.873 
0.880 
0.886 
0.891 
0.896 
0.901 
0.905 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

0.092 
0.088 
0.085 
0.082 
0.079 
0.076 
0.074 

0.954 
0.956 
0.957 
0.959 
0.960 
0.962 
0.963 

0.908 
0.912 
0.915 
0.918 
0.921 
0.924 
0.926 

35 
40 
45 
50 

0.064 
0.056 
0.050 
0.045 

0.968 
0.972 
0.975 
0.977 

0.936 
0.944 
0.950 
0.955 

※減価率は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第７の「旧定率法の償却率」を適用。 
 

 取得価額700,000円、取得時期令和５年４月、耐用年数３年の資産の場合 

＊ 耐用年数３年に応ずる減価率は0.536 (下記の減価残存率表参照) 

令和６年度 

 

＝ 700,000円 × (1－0.536×1／2) ＝ 512,400円  

令和７年度 ＝ 512,400円 × (1－0.536) ＝ 237,753円  

令和８年度 ＝ 237,753円 × (1－0.536) ＝ 110,317円  

令和９年度 ＝ 110,317円 × (1－0.536) ＝ 51,187円  

令和10年度 ＝ 51,187円 × (1－0.536) ＝ 23,750円 ＜35,000円(＊) 

  ＊ 令和10年度で算出額が取得価額の５％(35,000円)より小さくなりますので、 

以降35,000円となります。  

https://elaws.e-gov.go.jp/
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Ⅴ 固定資産税の軽減措置等 
 

地方税法及び条例の規定により固定資産税が軽減される場合があります。 

下記に掲げる項目に該当する資産を所有されている方は、必要書類を添えて申告（申請）してく

ださい。 

申告書（申請書）、添付書類等の詳細については、固定資産税課（償却資産担当）までお問い合わ

せください。 

１ 非課税 

地方税法第348条及び同法附則第14条に定める資産については非課税となります。 

２ 課税標準の特例 
地方税法第349条の３、同法附則第15条、15条の２、15条の３及び64条に定める資産については、課

税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。 

３ 減 免 

神戸市市税条例第53条及び同条例施行規則第18条、第19条に定める資産（知事の認可を受けた幼稚

園、公衆浴場用施設等）については、固定資産税が減免されます。 

４ 不均一課税 

神戸市企業立地等の促進のための支援措置に関する条例第15条第１項、同条第３項、第16条第１項、

同条第３項、第21条第１項、同条第３項、第22条第１項、第３項及び同条例施行規則第５条、第６条、

第10条、第11条（旧 神戸エンタープライズゾーン及び神戸国際経済ゾーンにおける支援措置に関する

条例第10条第１項、同条第２項、第15条及び旧 同条例施行規則第３条及び第９条）に定める資産（特

定事業施設、中核事業施設、特例中核事業施設、国際経済事業施設）については、固定資産税の不均

一課税の対象となります。 
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Ⅵ そ の 他 
 

1 国税との主な違い 国税と比較すると、主な違いとして次のようなものがあります。 

項 目 国 税 の 取 扱 い 固定資産税の取扱い  

償 却 計 算 の 期 間 
法人 ： 事業年度 

個人 ： 暦 年 
暦年（賦課期日制度） 

減 価 償 却 の 方 法 

定率法又は定額法の選択制度 
平成10年４月以降に取得さ
れた建物は定額法のみ。 

【定率法選択の場合】 
・平成19年４月１日以降平成24年

３月31日以前に取得された資産
は「定率法（250%定率法）」を
適用。 

・平成24年４月１日以降に取得さ
れた資産は「定率法（200%定率
法）」を適用。 

・平成19年３月31日以前に取得さ
れた資産は「旧定率法」を適用。 

・平成28年４月１日以降に取得さ
れた資産は定率法，定額法等の
選択制度（建物・建物付属設
備・構築物については定額法） 

定 率 法 の み 

＊減価率は、法人税の「旧定率法」

で使用する償却率と同じ。 

前年中の新規取得資産 月 割 償 却 半 年 償 却 （ 1／ 2） 

圧 縮 記 帳 の 制 度 認 め ら れ ま す   認 め ら れ ま せ ん  【注】 

特別償却・割増償却 

（租税特別措置法） 
認 め ら れ ま す 認 め ら れ ま せ ん 

増 加 償 却  

（所得税・法人税） 
認 め ら れ ま す 認 め ら れ ま す  

改良費（資本的支出） 原則区分、一部合算も可 区分評価 

評価額の最低限度  残 存 価 額 １ 円 取得価額の100分の５ 

【注】 固定資産税の取扱いでは圧縮記帳の制度は認められていませんので、国庫補助金等で取得

した資産で取得価額の圧縮をしたものについては、申告書作成の際、圧縮前の取得価額を記

入してください。 
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2 少額の減価償却資産の取扱いについて 
地方税法第341条第４号及び地方税法施行令第49条の規定により、固定資産税（償却資産）

の申告の対象から除外する「少額資産」とは、以下のものをいいます。 

①  取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの 

②  取得価額20万円未満の資産のうち３年間で一括償却したもの 

③  平成20年４月１日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の２第１項・所

得税法第67条の２第１項に規定するリース資産で取得価額20万円未満のもの 

このことから、租税特別措置法の規定により中小企業者等の少額資産特例を適用して損金算

入した資産については、固定資産税（償却資産）の申告の対象となります。 

 

   

個別に減価償却

しているもの 

30万円未満 
 中小企業者等の少額資産特例 

（租税特別措置法第28条の２、第67条の５、 

旧租税特別措置法第67条の８ほか） 

 

20万円未満 
 法人税法第64条の２

第１項・所得税法第 

67条の２第１項に

規定する 

リース資産 

（20万円未満） 

３年で一括償却 

（法人税法施行令第133条の２第１

項、所得税法施行令第139条第１項） 

 

 

10万円未満 
  一時に損金算入 

（法人税法施行令第133条、 

  所得税法施行令第138条） 

 

               

                    申告の対象となる資産     申告の対象とならない資産 

3 閲 覧 
償却資産を所有する方等は、課税台帳の閲覧により、課税台帳登録内容の確認が可能です。 

閲覧場所 新長田合同庁舎４階 固定資産税課（償却資産担当） 

閲覧開始は毎年４月１日からとなっています。 

 

4 価格及び課税に不服がある場合 
(1) 償却資産の価格に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に書面で審査の申出をすること

ができます。 

● 審査申出ができる期間 

  固定資産の価格を登録したことを公示した日（通常４月１日）から納税通知書を受け取った

日後３ヶ月までの間 

(2) 課税について、違法・不当の理由で不服があるときは、神戸市長に対し書面で審査請求するこ

とができます。 
 ● 審査請求ができる期間 

   納税通知書を受け取った日の翌日から起算して３ヶ月以内 
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◎償却資産に関するお問合せは、 

「神戸市 行財政局 税務部 固定資産税課（償却資産担当）」 

電話番号（ 078 ）647 － 9433 ～ 5 までお願いします。 

償却資産の申告は、固定資産税課（償却資産担当）で一括処理しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆市税の納付には、便利な「口座振替」をご利用ください！ 

お問い合わせは、納税案内センター（TEL(078)647－9531）まで。 

＊神戸市のホームページから「口座振替依頼書」をダウンロードできます。 

  http://www.city.kobe.lg.jp/a16422/kurashi/tax/noze/kouza/index.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定資産税課（償却資産担当） 

新長田合同庁舎４階 
 
※２階の窓口でも提出は可能です。 

 問い合わせ等がある場合は４階窓口 

 までお越しください。 

http://www.city.kobe.lg.jp/a16422/kurashi/tax/noze/kouza/index.html

